
第502号

発　行　令和 7年 9月16日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　告　　　　示　―――― 　（（名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設機械設備

○　名護市告示第137号(地域力推進課) 　改築工事）

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ ○　名護市公告第63号(農林水産課)

　いて（名護市山田区） 　松くい虫駆除及び防除命令の掲示について

○　名護市告示第138号(国民健康保険課) ○　名護市公告第64号(工事契約検査課)

　執行停止通知書の公示送達について 　名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第138-2号(国民健康保険課) 　（みらい３号館改修機械設備工事）

　令和７年度国民健康保険税納税通知書の公 ○　名護市公告第65号(工事契約検査課)

　示送達について 　名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第139号(保育・幼稚園課) 　（みらい３号館改修建築工事）

　名護市病児保育事業実施要綱の一部を改正 ○　名護市公告第66号(税務課)

　する要綱の公表について 　公売決議、公売公告の掲示及び公売通知書

○　名護市告示第140号(久志支所) 　の発送について

　名護市二見以北１０区地域活性化基本計画 ○　名護市公告第67号(工事契約検査課)

　推進会議設置要綱の告示について 　名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第141号(建築住宅課) 　（宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（

　名護市空家等管理活用指定法人の指定等に 　その2））

　関する事務取扱要綱の告示について ○　名護市公告第68号(工事契約検査課)

○　名護市告示第142号(総務課) 　名護市公募型指名競争入札の実施について

　令和７年第220回名護市議会定例会の招 　（三原福地線道路改良工事（その４））

　集告示について ○　名護市公告第69号(総務課)

○　名護市告示第143号(建設土木課) 　名護市公募型指名競争入札について

　市道路線の区域の変更について（告示） 　（みらい３号館改修電気設備工事）

○　名護市告示第144号(市民課) ○　名護市公告第70号(農業政策課)

　住所異動催告及び催告期限経過後（令和７ 　農業振興地域整備計画の用途区分変更に係

　年9月8日）住民票消除の告示について 　る公告及び通知の送付について　【真喜屋

○　名護市告示第145号(子育て支援課) 　】

　名護市養育費に係る公正証書等作成費補助 ○　名護市公告第71号(農業政策課)

　金交付要綱の公表について 　農業振興地域整備計画の用途区分変更に係

○　名護市告示第146号(観光課) 　る公告及び通知の送付について　【瀬嵩】

　名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱の制 ○　名護市公告第72号(総務課)

　定について 　名護市公募型指名競争入札について

　　　――――　公　　　　告　―――― 　（２１世紀の森公園テニスコートナイター

○　名護市公告第61号(工事契約検査課) 　照明施設改修工事（その１））

　名護市公募型指名競争入札の実施について ○　名護市公告第73号(工事契約検査課)

名　護　市　公　報

名護市公報



　名護市公募型指名競争入札について

　（指導数久田１５号線道路改良工事（その２））

　て

○　名護市公告第74号(環境対策課)

　令和６年度名護市新設廃棄物処理施設整備

　事業に係る事後調査報告書の公告・縦覧に

　ついて

○　名護市公告第75号(総務課)

　名護市公募型指名競争入札について

　（辺野古地区市道整備工事（R7））



名護市告示第137号

平成6年3月15日付け名護市告示第19号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)

第260条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市山田区」の告示

事項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

,

ー¥'

令和7年8月12日

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和7年8月1日より、代表者を名護市字振慶名275番地、具志頭

る。

名護市長渡具知

記

',."、.』、.年●.'畢""Ξ,L ^■剛'

証北 1、、'於'翻'rl'
サ1'舟二1--1 削デ乞}

孝也とす



名護市告示第ル9 号

下記書類の送逹を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、地

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があれぱいつでも送達を受けるべき方に

方税法第20条の2の規定により告示します。

交付します。

令和7年8月He

公

納税通知書番号

943436

、

875660

108383

送

807222

書

574929

類

達

執行停止通知書

の

執行停止通知書

名

書

執行停止通知書

称

執行停止通知書

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して7Eを経過したときは、書類の送達があ0たものとみなされます。

執行停止通知書

名護市長渡具知武

税

国民健康保険税

国民健康保険税

目

国民健康保険税

国民健康保険税

名護
市長印

国民健康保険税

納

座喜味佳也

中村龍二

税

中村學

義

太田守勝

務

金城司

者

ν1

示



名護市告示第 Wg-2号

下記書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、

地方税法第20条の2の規定により公示送達する。

なお、送達すべき書類は市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者にこれを交付する。

令和7年8月15日

,

公

国民健康保険税納税通知書

国民健康保険税納税通知書

帛

送達

国民健康保険税納税通知書

称

国民鯉康保険税納税通知書

(地方税法第20条の2第3項の規定により、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。)

国民健康保険税納税通知書

送達すべき書類

年度

令千口フ

令千Ⅱ 7

令和7

令千Ⅱ7

第2期~第8期

令平Ⅱ 7

欺別

第2期~第8期

第2期~第8期

第2期~第8期

第2期~第8期

名護市長

送達を受けるべき者の氏名

WESENER

巡声'、桜二"
武武上μ渡具知

K IM SEONGBIN

CASSI

岡隆幸

與井賦保

計5名

比嘉保子

LAMONT

書示



名護市告示第139号

名護市病児保育事業実施要綱の一部を改正tる要綱を次のように定める。

,

令和7年8月18日

名護市病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武
名護
長印



名護市病児保育事業実施要綱(平成17年告示第23号)の一部を炊のように改正する。

第1条から第2条省略

第3条略

2 型Eやエロナウィルス」インフノレエンザ、はしか、 RS、アデノウイノレス、

ノロウイルスヒトメタニニーモ等の感染力が強いと診察医が認める疾患、

については、対象外とする。

第4条から第6条省略

改正後

第7条第1項から第3項省略

4 登録手続を完了した児童の保護者が事業の利用を希望するときは、裂

胴1る

込書」とし、う。)アしゞカ、カ・り 0け袈

^

名護市病児保育事業利用申込書(様式第4号。以下「申刀の戸に
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第3条略

2 インフルエンザ、はしか、 RS、アデノウイノレス、ノロウイノレス等の感

染力が強いと診察医が認める疾患については、対象外とtる。
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にで使川

第7条第1項から第3項省略

4 登録手続を完了した児童の保護者が事業の利用を希望するときは、名

護市病児保育事業利用申込書(様式第4号。以下「申込書」という。)を実

施施設に提出しなけれぱならない。
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様式第1号(第7条関係)
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郭子さんの状焦にっいて郭関きし主ナ.(咳当,るものに0をつけ、又は記入して下さい.)
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備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。

,



名護市告示第140号

名護市二見以北10区地域活性化基本計画推進会議設置要綱を次のように定める。

.

令和7年8月19日

名護市二見以北10区地域活性化基本計画推進会議設置要綱~別紙

名護市長 ー'.ー"渡具知

元式■



名護市ブ見以北10区地域活性化基本計画推進会議設置要綱

(設置)

第1条令和7年3月に策定した名護市二見以北10区地域活性化基本計画(以下「基本

計画」という。)の実現に向けて、地域の有識者等から必要な意見を聴取するため、名

護市二見以北10区地域活性化推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。

①基本計画の取り組みに係る進捗・評価・検証に関すること

②基本計画の推進に向けた調査・研究に関すること

③二見以北10区地域住民を対象としたワークショップ等の実施に関すること

④基本計画の実現に向けた施策の検討

⑤その他基本計画の推進に関すること

(会議の構成員)

第3条会議の構成員(以下「構成員」という。)は、 15人以内で組織し、次に掲げる

者にうちから市長が委嘱又は任命する。

①名護市二見以北振興会会員(二見区長・大川区長・大浦区長・瀬嵩区長・汀間区長・

三原区長・安部区長・嘉陽区長・底仁屋区長・天仁屋区長)

②その他市長が必要と認める者

(座長及び副座長)

第4条会議の座長は二見以北振興会長をもって充て、副座長は二見以北振興会副会長及

び二見以北振興会書記をもって充てる。

2 座長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指定した副座長が

その職務を代理する。

(会議)

第4条会議は、座長の招集により、年4回程度開催する。

2 会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

3 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 構成員は、やむを得ず会議に出席できない場合、代理の者を出席させることができる。

5 会議は、必要に応じて構成員以外の者に出席を求め、意見及び説明を聴取することが

できる。



(秘密の保持)

第5条構成員及び会議に参加した者は、職務上知り得た秘症を漏らしてはならない。ま

た、その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条会議の庶務は、名護市地域経済部において処理する。

(委任)

第7条この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

附則

このは、令和7年8月19日から施行する。



名護市告示 141 号

名護市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱を次のように
定める。

令和 7年8月26日

゛

名護市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

名護市長 渡具知

'

名護
市長印

武

~呂1垰氏



名護市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下

「1却という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」

という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」

という。)は、空家等管理活用支援法人申請書(様式第1号)を市長に提出するものとす

る。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

①定款の写し

②登記事項証明書

③役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

④法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

⑤前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

⑥当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

⑦名護市においてこれまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書

面

⑧法第24条各号に規定する業務に関する計画書

⑨国税及び地方税(以下「国税等」という。)の滞納がないことを証する書類

⑩前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(支援法人の指定)

第3条市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容

が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該、

申請者を支援法人として指定するものとする。

①申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特

定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活

用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

②第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

でないこと。

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3午法律第77号)第2条第

6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過

しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。

④役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

ア未成午者

イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ウ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること、

がなくなった日から2年を経過しない者

工心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

オ暴力団員等

⑤甲請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第21条各号に規定tる業務

として適切なものであること。

⑥申請者が、ι、要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行す

るためにZ、要な措置を講じていること。

⑦申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するためにし、要な経理的基礎を有すること。

J



⑧申請者に国税等の滞納がないこと。

⑨その他、市長が別に定める基準に適合するものであること。

2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年以内とする。ただし、特別な

事佶がある場合は、延長又は短縮することができる。

3 市長は、申請者を支援法人として指定した場合は、空家等管理活用支援法人指定書(様

式第2号)により、指定をしない場合は空家等管理活用支援法人不指定書(様式第7号)

により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、法第23条第2項に基づき当該支援法

人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。

(名称等の変更)

第4条法第器条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)によ

り行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書

(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、法第器条第4項に基づき当該届出

に係る事項を公示するものとする。

(業務の廃止)

第5条支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第5号)に

より市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定

による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務

所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。

(事業の報告)

第6条支援法人は、事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市

長に提出するものとtる。

2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なく、その事業年度の事業報告書、収支決算書及び

貸借対照表を市長に提出するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の事業報告書の内容について説明させ、又は

追加資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第7条市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施し

ていないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し彪、要な措置を

講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第8条市長は、法第25条第3項の規定により、支援法人が法第25条第2項の規定による

命令に違反したときのほか、第3条第1項各号に掲げる要件に該当しないこととなった

とき又は不正な手段により指定を受けたときは、第3条の規定による指定を取り消すこ

とができる。

2 市長は、前項の規定により指定を取消したときは、法第25条第4項に基づきその旨を

公示するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定の敢消しを行う場合は、指定取消書(様式第6号)によ

り当該支援法人に通知するものとする。

(補則)

第9条この要綱に定めるもののほか、ι、要な事項は、別に定める。

附則



この要綱は、令和7年8月26日から施行する。



様式第1号(第2条関係)

名護市長殿

空家等管理活用支援法人指定申請書

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下 Nミという。)

第器条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定を受けたいので、下記の書

類を添え、申請します。

法人の住所

法人の名称又は商号

代表者氏名

事務所又は営業所の所在地

以上

定款の写し

登記事項証明書

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

これまでの空家等の管理又は活用等に関tる活動実績を記載した書面

法第24 条各号に規定する業務に関tる計画書

国税及び地方税の滞納がないことを証tる書類

その他業務に関し参苦となる書類

年月 日

記

1
2
3
4
5
6
7
8
9
^



様式第2号(第3条関係)

法人の住所

法人の名称又は商号

空家等管理活用支援法人指定書

年月日付の申請については、審査の結果適正であるので、下記のとおり空

家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第器条第1項の規定によ

る空家等管理活用支援法人として指定Lます。

記

様

以上

法人の名称又は商号

法人の住所

事務所又は営業所の所在地

業務内容

指定の期間

指定にあたっての要件その他の事項

名建住第

名護市長

年月

名

号
日

1
2
3
4
5
6



様式第3号(第4条関係)

名護市長殿

名称等変更届出書

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26午法律第127号)第23条第3項の規定

により届け出ます。

変吏予定年月日

変更tる事項

空家等管理活用支援法人の名称又は商号

代表者氏名

変更の内容

口法人の名称又は商号

口法人の住所

■法人の事務所又は営業所の所在地

年

年月

月

変更月リ

日

日

変更の理由

変更後

※該当する口にゾ印を記入してください。



様式第4号(第4条関係)

名護市長殿

゛

業務変更届出書

名護市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱第4条第2項の規定

により届け出ます。

変吏予定年打日

変更の内容

空家等管理活用支援法人の名称又は商号

代表者氏名

変更前

午

変更の理由

年月

月

変更後

日

日



様式第5号(第5条関係)

名護市長殿

.

業務廃止届出書

空家等管理活用支援法人の業務を廃止Lたので、名護市空家等管理活用支援法人の

指定等に関する事務取扱要綱第5条第1項の規定により届け出ます。

廃止年月日

空家等管理活用支援法人の名称又は商号

代表者氏名

廃止の理由

年

年月

月 日

日



様式第6号(第8条関係)

空家等管理活用支援法人の名称又は商号

代表者氏名 様

、

指定取消書

名護市空家等管理活用支援法人の指定等に関tる事務取扱要綱第8条の規定によ

り、空家等管理活用支援法人の指定を取消しまt。

指定取消年月日

名建住第

指定取消の理由

年

年月

名護市長

目 日

名

号
日



様式第7号(第3条関係)

法人の住所

法人名称又は商号

年月日付の空家管理活用支援法人の指定等の申請書につきまして、下記の理由

により不指定とします。

肯

様

名健住第

年

記

月

名護市長

号
日



名護市告示第142号

令和7年第220回名護市議会定例会を、次のとおり招集する。

令和7年8月28日

1

名護
市長印

2

日

所

令和7年9月4日

名護市議会議事堂

名護市長渡具知武

期
場



名護市告示第 143 号

市道路線の区域の変更について

、

道路法印召和27年法律第玲0号)第18条第1項の規定により、道路の区域を

次のとおり変更した。

なお、関係図面は名護市役所建設部建設士木課において令和 7年9月2日から

令和 7年9月17日まで一般の縦覧に供する。

令和 7年9月 2日

路線の種類

2級

路線名

2級

伊差川為又線

伊差川為又線

旧・新の別

名護市長

旧

記

名護市字伊差川大堂990【5番から

名護市字古我知長又原舵6-13番まで

新

区

名護市字伊差川大堂990-5番から

名護市字古我知長又原舵6-13番まで

間 敷地幅員

最小幅員W*9.75m
最大幅員W乏54.フ7m

最小φ高員W・9,75m
最大幅員W・陀.3m

延

L=1,540m

長

L=1,540tn
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名護市告示第144号

名護市に住所登録している月1俳氏の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

第34条第2項の規定による調査の結果、居住していないことを確認したので、同法第8条

及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第2兜号)第12条第1項の規定により、住民票

を令和7午9月9日に消除したが、本人に通知することが困難なため、住民基本台帳法施

行令第12条第4項後段の規定により告示する。

偶

令和7年9月9日

住民票職権記載(消除)対象者~別紙

名護市長渡具知 、1轟,^・1
'"芥3ミ11



別紙

番号

1 上地康太

氏名

.

平成H午8月30日

生年月日

字鯱平名430番地1

饒平名市営住宅103号

住所



名護市告示第 H5 号

宅.護市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付要綱を次のように定める。

令和7年9月10日

名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付要綱~別紙

名護市長渡具知 '、,陰司武ヲ11、巨鄭.



名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付要綱

旧的)

第1条この要綱は、ひとり親に対し、養育費の取決めに係る公正証書等の作成に要する

経費にっいて、予算の範鬨内において名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金(以

下「補助金」という。)を交付tることにより、養育費の取決め事項の債務名義化を促

進し、もってその継続した履行の確保を図るため、名護市補助金等の交付に関する規則

(昭和56年規則第8号。以下「規貝小という。)に定めるもののほか、ι、要な事項を定

めることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱に為いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

山ひとり親母子及び父子並びに寡婦福祉法四召和諦年法律第129号)第6条第1項

に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、

現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。

②養育費民法(明治29年法律第脚号)第766条第1項に規定寸る子の監護に要する

費用をいう。

③公正証書等公正証書(民事執行法印召和54年法律第4号)第22条第5号に規建す

る執行証書に限る。)、確定判決、家事調停調書、家事審判書、裁判上の和解調書等

の債務名義であって養育費の支払に係る取決め事項を記載したものをいう。

(補助対象者)

第3条補助金の交付対象は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。

①養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養しているひとり親の者

②養育費の取決めに係る経費を負担した者

③公正証書等を有している者

④過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金又は他自治体、団体等

からの給付金等を受けていない者

(補助金の交付対象)

第4条補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公正証書等の取得

に要する経費とし、次に掲げるものとする。

①公証人手数料令(平成5午政令第224号)で定める公証人手数料(養育費の取決め

以外の法律行為のみの手数料は除く。)

②家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙に係る費用(養育費に関するも

のに限る。)

③戸籍謄本等の取得に要する費用(養育費に関するものに限る。)

姓}家庭裁判所又は公証役場への書類の提出等の手続に係る郵送費用(養育費に関する

ものに限る。)

休甫助金の額)

第5条補助金の額は、前条に規定する経費のうち、補助金の交付を受けようとする者

(以下「申請者」という。)が負担した費用とする。ただし、 5万円を上限とする。

(交付申請等)

第6条規則第4条の規定による交付申請は、名護市養育費に係る公正証書等作成費補助

金交付申請書(様式第 1号)によるものとし、心、要な書類は、炊のとおりとする。ただ

し、公簿等により確認できる場合は、書類の提出を省略することができる。



Ⅷ申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(ただし、児童扶養手当証書

の写しを提出する場合は省略することができる。)

②世帯全員の侘民票の写し

③児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限る。)

④補助金対象経費の領収書等

⑤養育費の取決めが確認できる公正証書等

愉その他補助金の交付決定に関し市長が'、要ど認めるもの

2 規則第4条に規定にする「その定める時期1とは、公正証書等を作成Lた日から起算

して 6 か月以内とする。

(交付決定等)

第7条規則第7条第1項及び規則第13条第2項の規定による交付決定通知及び額の確定

通知は、名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付決定通知及び額の確定通知書

(様式第2号)によるものとする。

2 規則第7条第2項に規定する通知は、名誰市養育費に係る公正証書等作成安補助金不

交付決定通知書(様式第3号)とする。

信青求)

第8条前条第1項の規定により、補助金の交付決定通知及び額の酷き涯知を受けた者

は、交付決定の通知を受けた日から10日以内に名護市養育費に係る公正証書等作成費補

助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた日の翌日から起算Lて30日以内に請求書に記

載された口座に補助金を振り込むものとする。

(申請内容の変更)

第9条補助金の交付を受けた者が、すでに交付を受けた補助金の内容に変更があったと

きは、市長が別に定めるところにより、'、要な手続を行わなければならない。

(交付決定の取消し)

第W条規則第16条の規定による取り消しは、名護市養育費に係る公正証書等作成費補助

金交付決定取消通知書(様式第5号)とする。

(補助金の返還)

第Ⅱ条市長は、前条の規定による取消しを行った場合は、既に補助金の交付を受けた者

に対し、その全部又は一部の補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し彪、要な事項は、市長が別に定

める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に作成した公正証書等に係る補助対象経費

について適用する。



様式第1号(第6条関係)

名護市長殿

名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付申請書

次のとおり、名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金について、名護市養育"に係

る公正証書等作成費補助金交付要綱第6条1項の規定により、 Z、要書類を添えて申論しま
__】ー

0

なお、支給決定にあたり必要な事項の確認のため、個人情報を閲覧することに同意しま

す。

月 日

交付を受けようとする補助金の額

他自治体での受絵歴の有無

過去に同一の文書を対象としてこの補助金を受けたこと又は国、他の地方公六団体若

しくはこれに準ずる団体からの補助を受けたことを若Lくは受ける予建

ある・ない

(申請者)

3 補助対象経費

養育費を規定した公正証書等作成費用のうち、

①公証人手数料令に規定tる公証人手数料

②家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代

矧戸籍謄本等の取得に要する費用

④家庭裁判所又は公証役場への書類の提出等の手続きに係る郵送費用

4 添付書類(公簿等によって確認することができる場合は省略できる。)

川申請者及び養育している児童の戸籍謄本又は抄本

②世帯全員の住民票の写L

③児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限る。)

④補助対象経費の領収書等岬請者が負担したものに限る。)

⑤養育費の取り決めが確認できる公正証書等

⑥その他補助金の交付決定に関し市長が心、要と認めるもの

年

「ヨ

戸王
氏
電

1
2



様式第2号(第7条関係)

文書番号第号

名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付決定通知及び額の確定通知書

年月日付{,ナで申請のあ0た名護市養育費に係る公正証書等作成費補助金

について、交付することを決定し、あわせてその額を確定したので、名護市養育鶚に係る

公正証書等作成贄補助金交付要網第6条2項の焼建により透知します。

午月日

三之イ寸ア々アニ永貝 円

殿

名護市長 印

金



名護市告示第N6号

名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱を徐のように定める。

令和7年9村10日

.

名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱~別紙

名護市長渡具知武豊



名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、名護市宿泊税導入について意見を求めるため、名護市宿拍税導入検

討懇話会(以下「懇話会」という。)に関し心、要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条懇話会は、次に掲げる事項を検討する。

①宿泊税の導入検討に関すること。

②その他宿泊税の導入について必要なこと。

絲餅脚

第3条懇話会の委員(以下「委員」という。)は、 8人以内で組織し、次に掲げる者

のうちから、市長が委嘱又は任命する。

山学識経験を有する者

②市内関係団体等の者

③観光に関して優れた識見を有する者

④地域住民を代表する者

⑤その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条委員の任期は、委嘱又は任命のヨから当該委嘱又は任命の日の属する年度末まで

とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長及び副座長)

第5条懇話会に座長及び副座長を置くものとし、委員のうちから選任する。

2 副座長は、座長が指名tる。

3 座長は、懇話会の会務を総理し、懇話会を代表する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。

(会議)

第6条懇話会の会議は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任

命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 懇話会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合、委員の定める代理人を出席させること

ができる。

4 懇話会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することが

できる。

(秘密の保持)

第7条委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職務を退いた

後も同様とする。

(庶務)

第8条懇話会に関する庶務は、地域経済部において処理する。

(補則)

第9条この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し'、要な事項は、懇話会に諮っ

た上で定める。

附則

(施行期田

1 この要綱は、告示の日から施行する。

.



別紙(第7条関係)

名護市公告第 61 号

令和 7年8月 12日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

入札関係
工事関係

.

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設機械設備改築工事

概要

6

機械器具設置工事

入札日時

7

名護市城地内(名護漁港内)

入札場所

名護市長渡具知武豐

8

契約締結貝の翌日(又は契約締結田~令和8年7月20日

予定価格
(消費税込み)

9

製氷冷蔵機器更新工事一式

最低制限価格

N

令和7年9月3日(水)午前9時30分

入札保証金

r'翌一

Ⅱ

名護市役所第1会議室

J

『.「"

名護市工事契約検査課
農林水産課

契約保証金

12

1

319,8U,500円

キ

申請書提出期限

C

玲

設定tる

工事内容に関する
質問締切日

.

1

、

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年8月19日(火)正午

担当課

令和7年8月26日(火)正午

令手n7年8月28日(木)

令和7年8月21日(木)

-
L
 
-
"
、
,

一



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
名護市の機械器具設置工事に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和7年9月3日の入札日までの問)に本市発注の機械器具設
置工事(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の機械器具設置工事(予定価格1,000万円以上のも
の)を施工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1級建築
施工管理技士、断及電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、又は技術士
(機械部門)のいずれか。)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であるこ●。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であ0て、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

'

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成H年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年8月19日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出の島った者については受付を行いません。

2

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪



①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年8月21日(木Xこ指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対Lて行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

,

3



名護市公告第63号

沖縄県知事より、令和7年8月7日付け沖縄県達農第464号にて、森林病害虫等防

除法(昭和25年法律第卵号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、名護市にお

ける高度公益機能森林の所有者又は管理者に対し、松くい虫の防除命令が発令されまし

たので公告します。

'

令和7年8月15日

1 命令内容

2 駆除期間

別紙のとおり

令和7年8月18日から令和8年3月31日まで

名護市長渡具知・譜
記



沖縄県達農第464号

森林病害虫等防除法(昭和25午法律第聡号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、

下記により森林病害虫等の駆除措置及び防除措置を行うことを命じます。

、

令和7年8月7日

1 区域及び期間

①区域国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、名護市、恩納村、読谷村、うるま市、

北大東村及び南大東村の区域内に存する松林のうち次のとおりとする。(「次のとお

り」は、省略し、その図面及び関係書類を沖縄県農林水産部森林管理課、沖縄県北部

農林水産振興センター森林整備保全課及び沖縄県南部林業事務所に備え置いて縦覧に

供する。)

②駆除期間令和7年8月18日から令和8年3月31日まで

森林所有者又は管理者 (名護市)

2

沖縄県知事

記

森林病害虫等の種類松くい虫

3 行うべき措置の内容 ,

山松くい虫が付着している樹木を所有し、又は管理する者は、当該樹木を伐倒して薬

剤によるくん蒸、焼却(炭化を含む。)又は破砕をすること。

②松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有し、又は管理する者は、

薬剤の樹幹注入による防除を実施すること。

玉城

4 命令をしょうとする理由松くい虫被害のまん延防止のため

5 その他必要な事項

Ⅷ 3に規定する措置を行う樹木及びその措置の内容については、森林害虫防除員の指

示に従うこと。

② 3に規定する措置を行った者又はその代理人は、当該措置を実施した後、速やかに

為
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当該措置を実施した樹木が所在する地域を管轄する沖縄県北部農林水産振興センタ

一所長又は沖縄県南部林業事務所長を経由して知事にその旨を届けること。ただし、

③により申請書を提出する場合は、この限りでないこと。

③ 3に規定する措置の実施に伴う損失補償を受けようとする者は、別に定める申請

書を当該措置を行った日から15日以内に当該措置を実施した樹木が所在する地域を

管轄する沖縄県北部農林水産振興センター所長又は沖縄県南部林業事務所長を経由

して知事に提出するものとし、その提出があったときは、知事は、当該申請者が3に

規定する措置を行ったかどうかを確認して、損失補償金の額を決定し、損失補償金を

交付するものとすること。

④知事は、 3に規定する樹木を所有し、又は管理する者が、1の②に定める期聞内に

3に規定する措置を行わないとき、行っても十分でないとき、又は行う見込みがない

ときは、当該措置の全部又は一部を行うことがあること。

⑤知事は、④による措置を行った場合において、当該措置の費用の額が、3に規定す

る措置を行うべき者が自らその措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が

受けることとなるべき補償の額を超えるときは、その超える部分の額に相当する額

をその者から徴収することがあること。

舮



松くい虫の防除対策につきましては、平素から格別の御理解と御協力を賜
り、感謝申し上げます。

さて、県内では、県木であるりユウキュウマツが松くい虫被害によって立ち
枯れし、その被害がまん延して、森林資源の減少とともに、沖縄らしい風致景
観を損なうなど、大きな社会問題となっております。

松くい虫の駆除に対する御協力のお願い

松くい虫被害は伝染性のものであり、放っておくと皆さまが所有(管理)さ
れている松林へも被害が更に拡大し、景観や地域防災上で重要な機能を持つ松
林が消失してしまうことになります。

、

このため県では、公益的機能を持つ重要な松林については「高度公益機能森
林(特に守るべき森林)」と位置づけ、防除の重点化を図っております。その

一環として、森林病害虫等防除法に基づき、森林所有者(管理者)の皆さまに
対し、所有(管理)する松が松くい虫被害を受けた場合には被害木の伐倒駆除
を、また所有(管理)する松が被害を受ける恐れがある場合には薬剤の樹幹注
入をしていただくよう、 r防除命令」を行っております。

まにおかれましては

松くい虫の伐倒

機関へ御連絡いた

なお、本来、松くい虫被害木の伐倒駆除は所有者(管理者)が行うことが原
則となっておりますが、被害木の伐倒駆除は個人で行うには大きな負担となるつ

ことから、森林所有者(管理者)による伐倒駆除が難しい高度公益機能森林にら

ついては、森林所有者(管理者)のさまに代わり、戸が用を全額負担し
伐倒駆除を

除に御理解下さいますようお願いします。

今後とも、松くい虫の防除対策に対する御理解と御協力をお願い申し上げま
す。なお、このことに関し、御不明な点がございましたら、下記の沖縄県森林
行政機関まで御連絡下さい。

を行う意向があ

ますようお願いいたしま

9河

以上、沖縄県農林水産部森林管理課からのお知らせでした。

0 日までに下

林所有者(管理者)の

つきましては、松くい虫被害木の伐倒駆

沖縄県森林行政

連絡先

・沖縄県農林水産部森林管理課

・沖縄県北部農林水産振興センタ

森林整備保全課

・沖縄県南部林業事務所

,

TEL 098-866-22鮖

TEI

TEL

0980-52-認噐

098-941-25 器

ロフ

することになります

さ

す

己

森る

こ

「駆

禾
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別紙(第7条関係)

名護市公告第 6L1 号

名護市公募型指名競争入札の実施にっいて

地方自治法(昭和認年法律第部号)第部4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

令和 7年8月 20 E

キ

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

みらい3号館改修機械設備工事

概要

6

管工事

入札日時

7

名護市字豊原地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年3月13日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

改修機械設備工事一式

最低制限価格

10

令下Π7午9月11日(木)午前10時

入札保証金

.^●^一昇^〒1.1^^

.見11勺,

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

市長印

87,780,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年9月1日明)正午

担当課

令和7年9月4日(木)正午

令和7年9月8日明)

令手U7年9月3日(水)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建築住宅課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の管工事A級に登録されている者であること。

2

rJ.,

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「入札の条件のとおり」

入札日までの問に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反Lたことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている丁事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は管工事A級業者に対し令和7年7月25日付け公告を行ったが、入札参加申請業
者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。改めて管工
事A級全業者(受注中含む)を対象として再度公告する。

ム、

ヨ士

ノ△、

戸立

゛=

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

特定建設工事共同企業体資格審査申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

'ー

4 提出書類

{
{
一笠

①
②
③
④
⑤

<
一

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑥
⑦



次に掲げる書類を令和7年9月1日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①特定建設工事共同企業体資格審査申請書等(詳細は別紙入札の条件参照)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写L (COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書頚

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

矧営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第N号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年9月3日(水Xこ指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付Lた非指名通知書を送付し
ます。

,、

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申L立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第 6ゞ号

令和 7年8月 20日

名護市公募型指名競争入札の実施にっいて

地方自治法(昭和訟年法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名疑争入札を実施tるため、次のとおり公告しま
オ、。

'

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

みらい3号館改修建築工事

概要

6

建築一式工事

入札日時

7

名護市字豊原地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年3月13日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

改修建築工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月Ⅱ日(木)午前9時30分

入札保証金

毛護

Ⅱ

名護市役所第1議室

契約保証金

事後公表とする。

12

市長印

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15

(予定価格の事後公表対象案件)

指名通知日

16

令和7年8月27日(水)正午

担当課

令和7年9月4日(木)正午

令和7年9月8日綱)

令千口7年8月29日(金)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建築住宅課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の建築一式工事A級に登録されている考であること。

⑥

ノ△、

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当L
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者U,2級建
築施工管理技士又は1,2級建築士」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

^

⑦

⑧

⑨

メ△、

巨立

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてか小わっている者でないこと。

本案件は建築一式工事A級業者に対し令和7年7月25日付け公告を行ったが、入札参加
申請業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。ま
た、前回公告時より設計金額が変更になったため、改めて建築一式工事A級業者(受注
中含む)を対象として再度公告する。

^

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札に翁ける最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

2

{
{
一

①
②
③
④
⑤

△
一

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年8月27日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

矧営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年8月29日(金)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

.

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

i

3



公売公

国税徴収法第鮖条の規定により差押財産を公売司、ることを公告する。

国税徴収法第99条の規定により見積価額を公告する。

公売財産の種類

公売財産、公売保
証金及び見積価額

、Ξ

兼見積価額公

公売方法

不動産

月1俳氏 1 のとおり

入札

、

インターネット公売による入札(期問入札)

J

令和

開札

△和

7

開札場所

午 10月28日午後

<和

7

売却決定

年 H 打

紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公売システム上

7

代金納付期限

年Ⅱ月

名護市長

紀尾井町職略研究所株式会社が運営するインターネット公売システム上

4

護市公告第66号

日時

日午後

4

令和

日午後

令和

時山分から

以下のいずれかに該当する方は、公売への参加及び財産を買い受けるこ主ができない。
'

1 国税徴収法第92条(買受人の市邨尉又は司法第108条第1項(公売実施の適正化のための
措置)に該当する方

2 名護市が定めるインターネット公売ガイドライン等の内容を承諾せず、順守できない方

3 公売財産の買受について一定の資格、その他の要件を必要とする場合でこれらの資格などを
有していない方

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方
゛

5 18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除く。
'

6日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人がB本語を理解できる場合は除く。

7日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所又は連絡
先がある場合を除く。

買受人についての
資格その他の要件

7

7

.

時00分まで

日午後年Ⅱ月 25

年Ⅱ月25日

2

、

1

゛

^●^、^^

之'、
',1

r"〒
^

1
゛リ

E寺 00分

公冗場所

名護市市民部税務課納税係

i 1

、

午

'

^

目 1」

2

10 "寺 00分

時30分

別紙2のとおり

この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の

権利を右する者は、売却決定をする前日までに債権現在額申立書によりその内容を名護市税務課に申

し出て下さい。なお、債権現在額申立書の用紙は名護市税務課に用意してあります。

場所
'

名護市役所税務課

配当を受ける者の権利の申出について

お問合せ 四部-53-12謡炉"泉円り

日
、
ー
、
,
,
、
ミ
一
:
炉
;

」
'
ー
^
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ん
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時



公

(公売財産の名称、

売割]区分番・号

売公告兼見積価額公告

数量、性質、所在、公売財産上の貸佶権等の権利の内容、

令7-名護市1

士地

見積価額

公売保証金

畠護市字屋我墨屋原

24番

宅地

397. oom

'

以上、登記籬の表示による

※国税徴収法第89条第3項の規定により、一括して公売に付す

別紙1

公売保証金及び見領価額)

公法上の規制

・区域区分(非線引都市計画区域)

・用途地域(用途区域の指定なし)

建ノミ、し、率

・国定公園区域(第2種特別地域)

総面積の敷地面積に対する割合如%以下

高さ制限玲m以下
'

・名護市まちづくり計画

高さ制限Hm以下

・農業振興地域内農用地区域外

接道状況

・幅員約10.omの舗装県道に接面する。

2,001,000

210,000

60%

200ツ0

円
'

円

2

'

谷積率

在
番
目
積

公
売
財
産
の
表
示

公
売
財
産
の
概
要

所
地
地
地



1 公売財産の入札に係る買受の申込みをしようとする方(以下、「入札者」という。)は、公売参加申込

期間に炊の手続きを行う必要があります。

a)インターネット公光システム上の公売参加申し込み手続き

他)前項の参加条件を満たすことを確認するため、書面による陳述書等の関係書類の提出

2 公売保証金の納付を要する公売財産についての入札は、その納付後でなければすることができません。

3 公売保証金は、銀行振込等で納付してください。

4 -度提出した入札は引換、変更又は取消Lをすることができません。

5 公売財産につぃて、権利移転及び危険負担移転の時期は買受代金完納の時とします。'

ただし、公死財産の買受人として・一定の資格その他の要件を必要と寸る場合に、これらの資格等を有

しない場合は、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。例えば、公売財産が農

地等である場合、農業委員会等から権利移転の許可書または届出受理書が遭、要になります。

な船、買受代金納付後(農地等については、許可主たは届出の受理があ0たとき)に生じた財産の投

損、焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。,また市は、公売財産の引渡義務を負わ
ないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理について

は買受人が行うことになります。

6 公売による権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税等)は買受人の負担となります。

7 公売財産の権利の移転につき登録を要するものについては、買受人は、買受代金納付の際に登録免許

税額に相当tる印紙若しくは納付の領収証書(登録免許税法第23条)を提出Lてください。

8 買受人が買受代金を納付tる時までに滞納税金完納の事実が証明されたとき又は買受代金納付後でも

公売を取り消すべき理由があるときは、公売を取り消します。

9 買受代金を納村しないときは、公売保証金をお返しすることはできません。'

W 最高価額での入札者が複数存在tる場合は、その方々(追加入札該当者またはその代理人など。以下、

「追加入札該当者など」といいます)のみによる追加の入札を行い、最高価申込者を決定します。これを

追加入札といいます。追加入札においても、入札は一度のみ可能です。なお、追加入札は期日入札により

行います。

追加入札該当者などへは、入札期問終了後、電子メールにて追加入札該当者であることおよび追加入札期

問をお知らせします。

追加入札該当者などが追加入札期間中に追加入札を行わなか0た場合は、当初の入札と同額で追加入札し

たものとみなします。

典同入札者が追加入札該当者となった揚合、代表者のログインWでのみ迫加入札が可能です。

追加入札に係る開札は、追加入札期間終了後、公売システム上において行いまt。

Ⅱ炊順位買受申込制度があります。なお、次順位買受申込老に売却決定をする場合には、売却決定の日

時及び買受代金の納付期限が異なることがあります。

炊順位による買受けの申込みは、開札の場所において最高価申込者の決定後直ちに行いますので、次

順位による買受けの申込みを希望する方は入札書にて希望の有無を示してください。なお、次順位買受

申込者が2名以上いるときは、くじで決定します。

12 不動産の最高価申込者等にっいては、国税徴収法第106条の2に基dく調査の嘱託を行います。売却決定の

日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当Lないことの訓査の結果が明らかにならない場合は、

売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

13 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。

H 地積等は公簿表示によります。

15 士地の境界にっいては隣接所右者と、接面道路ほ厶道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議し

てください。

16 士壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行0ておりません。

17 公売財産に財産の種類又は品質に関寸る不適合があ0ても、市は、担保責任を負いません。

玲その他の事項については、名護市インターネット公売ガイドラインによります。

公売公告兼見積価額公告

等

.
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別紙(第7条関係)

名護市公告第ムフ号

令和 7年8月22日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

.

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

宮里大南線(宮里区間)道路改良工事(その2)

概要

6

土木一式T事

入札日時

7

名護市官里地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年2月27日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

道路改良工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月8日明)午前9時30分

入札保証金

名護
市長印

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

43,560,000円

申請書提出期限

B

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年8月29日(金)正午

担当課

令手Π7年9月3日(水)正午

令和7年9月3日(水)

令和7年9月2日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事B級に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和7年9月8日の入札日までの間)に本市発注の士木一式工
事(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の土木一式工事(予定価格1,000万円以上のもの)
を施工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方白治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者a・2級士
木施丁管理技士、1・2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反Lたことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年8月29日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募剛指名就争入札参加申請書(様式第3号)

2

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写L (COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年9月2日(火)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出響類を確認Lます。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者にっいては、説明の申し立てを
市長に対して行うことができまt。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

.

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第 6又号

令和 7年8月25日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

.

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

三原福地線道路改良工事(その4)

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字二原地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年2月16日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

道路改良工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月9日(火)午前9時30分

入札保証金

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

市長即

13,948,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年9月1日(月)正午

担当課

令和7年9月4日(木)正午

令和7年9月4H (木)

令和7年9月3日(水)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設士木課

、
、
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2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事C級又はB級に登録されている者であること。

^

/>、

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当L
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1級・
2級士木施工管理技士、 1級・2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
詑5号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの問に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反Lたことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は士木一式工事C級業者に対し令和7年8月7日付け公告を行ったが、入札参加申請
業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。そのた
め、前回公告時に入札参加申請を行った、士木一式工事C級業者1社及び受注済みの業
者並びに士木一式工事B級全業者を対象として再度公告する。本案件を受注しても士木
一式工事B級の落札制限の対象としない。

.

心、

戸立

^

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

2

{
一

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

<
一

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年9月1日正午までに工事契約検査課へ提出Lてください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年9月3日(水)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

、

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対Lて行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第 b7 号

令和 7 午 8月 26日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22午法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

.

入札に付する事項

丁事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

みらい3号館改修電気設備工事

概要

6

電気工事

入札日時

7

名護市字豊原地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令手腿年3月13日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

改修電気設備工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月18日(木)午前9時30分

入札保証金

谷護
市長月J

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

玲3,320,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令手n7年9月5日(金)正午

担当課

令手Π7年9月10日(水)正午

令和7年9月12E (金)

令和7年9月9日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建築住宅課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の電気工事A級に登録されている者であること。

f.J-

/》、

地方自治法施行令第167条の4 (一沸受競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない老であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「入札の条件のとおり」

2

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名惇止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

心、

6喬・メ=

^

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は電気工事A級業者に対し令和7年7月25日付け公告を行0たが、入札参加申請
業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。改めて電
気工事A級全業者(受注中含む)を対象として再度公告する。

'佳■寸

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

特定建設工事共同企業体資格審査申請書

入札心得

入札書

質闇書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について
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4 提出書類
゛

炊に掲げる書類を令和7年9月5日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①特定建設工事共同企業体資格審査申請書等信羊細は別紙入札の条件参照)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写L (COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

Ⅷ配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満た司、ものについては令和7年9月9日(火)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

.

3

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。

入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申L立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項



{様式 7}

名護市公告第m号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和"年法律第認号)第8条第1項の

規定に基づく名護農業振興地域整備計画を別冊のとおり一部変更したので、同

法伐条第1項の規定に基づき公告し、同法 n条第2項の規定により次の場所

において縦覧する。

令和7年8月器日

縦覧場所 名護市役所農林水産部

名護市港一丁目1番1号

名護市長渡具知武

農業政策課

長



(様式 7)

名護市公告第71号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和叫年法律第腿号)第8条第1項の

規定に基づく名護農業振興地域整備計画を別冊のとおり一部変更したので、同

法蛯条第1項の規定に基づき公告し、同法蛯条第2項の規定によの次の場所

において縦覧する。

'

令和7年8月器日

縦覧場所 名護市役所農林水産部

名護市港一丁目1番1号

名護市長渡具知

農業政策課
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別紙(第7条関係)

名護市公告第夕J一号

令和 7年9月

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和訟年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24午告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

1日

一

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

幻世紀の森公園テニスコートナイター照明施設改修工事(そのD

概要

6

電気工事

入札日時

7

名護市宮里地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令平Π8年2月27日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

照明施設改修工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月25日(太)午前那寺30分

入札保証金

H

名護
市長印

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

59,103,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年9月He (木)正午

担当課

令和7年9月18日(木)正午

令和7年9月19日(金)

令和7年9月16日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の電気工事A級に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令手Π7年9月25日の入札日までの間)に本市発注の電気工事
(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の電気工事(子定価格1,000万円以上のもの)を施
工中の者ではないこと。ただし、令和7年8月1日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「入札の条件のとおり」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であ0て、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施につぃて(公告文)

特定建設工事共同企業体資格審査申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関tる要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札にっいて

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年9月H日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①特定建設工事共同企業体資格審査申請書等信羊細は別紙入札の条件参照)

2
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③
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②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR { NS登録していない場合は、契約書の写L)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写L

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令平U7年9月16日(火)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位左決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者にっいては、説明の申L立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

¥

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第 73 号

令和 7年9月

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

4日

入札に付する事項

゛

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

市道数久田15号線道路改良工事(その2)

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字数久田地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結日)~令和8年3月13ヨ

名護市長渡具知武

予定価格

(消費税込み)

9

道路改良工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月30日(火)午前9時30分

入札保証金

姦1
市長印

H

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

事後公表とする。

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締釖日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15

(予定価格の事後公表対象案件)

指名通知日

16

令和7午9月Ⅱ日(木)正午

担当課

令和7年9月24日(水)正午

令平U7年9月25日(木)

令和7年9月16日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設士木課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事A級に登録されている者であること。
ノ、、

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1級又は
2級士木施工管理技士、1級又は2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社重生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成H年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に木渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は士木一式工事A級業者に対し令和7年8月6日付け公告後、入札を行ったが再入
札において入札参加業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったも
のである。また、前回公告時より設計金額が変更になったため、改めて士木一式工事A
級業者(受注中含む)を対象として再度公告する。

^
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^
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3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について
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4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年9月Ⅱ日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった考については受付を行い主せん。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年9月16日(火Xこ指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認Lます。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断Lた場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。

入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出Lて'ください。

落札者の決定に関する事項

'』

3



名護市公告第74号

沖縄県環境影響評価条例(平成1?年12月27日沖縄県条例第77号)第36条の規定により、

事後調査報告書を作成したので、同条例第謁条の規定に基づき当該事後調査報告書を縦覧に供

します。

令和7年9月10日

¥

1

公

事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

事業者の名称:名護市

代表者の氏名:名護市長渡具知武豊

主たる事務所の所在地:沖縄県名護市港一丁目1番1号

対象事業の名称:名護市新設廃棄物処理施設整備事業

対象事業の種類:廃棄物処理施設の設置又は変更の事業

対象事業の規模:処理能力:約 62t/日(31V17h X 2炉)

対象事業が実施されるべき区域:沖縄県名護市字安和地内

事後調査の実施期間:令和6年3月1日から令和7年2月28日まで

事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(1)縦覧場所

名護市庁舎

名護市一般廃棄物処理施設

安和公民館

本部町役場

(2)縦覧期間

名護市

上記代表者 名護市長

名護市港一丁目1番1号

名護市字安和 1863番地 13

名護市字安和 114-3

本部町字東5番地

令和 7年9月11日(木)から令和 7年10月10日{金}

午前9時から午後5時まで(但し、土日祝祭日を除く)

渡具知
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別紙(第7条関係)

M護市公告第 7ち号

令和 7 午 9月 10日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方白治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基dき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

鴫

亀

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

辺野古地区市道整備了事娘7)

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字辺野古地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結日)~令手U8年1月30日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

道路整備工事一式

最低制限価格

10

令和7年9月29日明)午前9時30分

.1^一上.,.ー

エハ'、咲,

,'1「〆・'=゛"畔':J I
、ゞ,'、,'、,J、.^^ーー'^●

入札保証金

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

15,235,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年9月18日(木)正午

担当課

令手U7午9月24日(水)正午

令下Π7午9月24日(水)

令和7年9月22日明)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設士木課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱな"ません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事C級に登録されている者であること。

今午度(令和7年4月1日から令手U7年9月29日の入札日までの間)に本市発注の土木一式
工事(予定価格1,000万円以上のt,の)を受注Lた者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の士木一式工事(予定価格1,000万円以上のもの)
を施工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当L
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者 a・2級
士木施工管理技師、1・2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの問に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であ0て、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

2

会社更生法(平成H牟法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年9月18日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写L)

.

③配置予定技術者に係る書類

山配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすイ,のについては令和7年9月22日絹)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定L、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申L立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3


